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令和 元年 １０月 徳島市農業委員会総会農地関係 議事録 

（開会 午後３時２５分） 

議長 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

鎌田委員 

 

 

 

 

 

ただいまから令和元年１０月徳島市農業委員会総会－農地関係を開会いたします。 

本日の総会は、農業委員19名全員が出席しており、会議が成立しております。 

はじめに、議事録署名者の選任についてですが、議長名において指名することに異

議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、本日の議事録署名者は、１番・岸本  昇委員、 

1２番・森 政雄委員にお願いします。 

それでは、これより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、

よろしくお願いいたします。 

では、第１号議案、保留の案件となりました農地法第５条の規定による許可申請の

審議を開始します。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

第１号議案、保留案件の審議について御説明します。議案書１ページを御覧くださ

い。まず、全ての申請について法定の添付書類は整っています。 

今回の案件は、９月の総会開催の時点で、転用申請の許可後、工事未完了分があり、

保留となっていましたが、工事完了願が提出され、現地の確認も行いました。 

１番は、所有権を移転し、露天貸資材置場に転用するものです。立地基準について

は、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準につ

いては、譲受人は、不動産業を営んでおり、取引先が資材置場を探しており、土地所

有者からは土地売却の申出があり、条件が一致したことから、申請に至ったもので、

聞き取り及び申請書面上では、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農

地への被害防除措置についても問題は見受けられませんが、転用面積が１，０００㎡

を越えて大規模であるため、先月の１７日に南井上地区の委員さん２名、事務局２名、

転用者側２名により地区審査を実施しました。また、この地での太陽光設備認定は取

っていないことを確認しました。 

第１号議案は以上１件で、田のみ１，４８１㎡です。転用目的の内訳は、駐車場・

資材置場１，４８１㎡です。 

以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実際に

審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

それでは、地区審査に参加していただいた、南井上地区の鎌田委員さん、転用計画

の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

 先月１７日の午前１１時より、地区審査を実施しましたので報告します。参加者は、

私と野口推進委員、転用者側２名、事務局２名の６名です。申請対象の農地は、ＪＡ

徳島市南井上支所から南東へ約６００ｍに位置しており、第２種農地に区分されると

のことです。今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転し、露天貸

資材置場に転用しようとするものです。また、農振法の除外については、先月に公告

されたばかりとのことです。排水については、雨水のみで、地元の水利組合との協議
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全委員 

 

議長 

 

 

も整っているとのことです。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、周辺農地に対する被害防除措置についても問題無く、南井上地区の委員は、許

可やむを得ないのではないかとの心証を持ちました。報告は以上です。よろしくお願

いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加されました委員からの意見は以上です

が、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、御質問は

ありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第１号議案の保留案件の農地法第５条の規定による許可申請は、本案件を議案書の

とおり許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第１号議案については本案件を議案書のとおり許

可することに決定いたしました。 

それでは、第２号議案、農地法第３条の規定による許可申請の審議を開始します。 

それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

第２号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請の審議について御説明しま

す。議案書２ページをお開きください。全ての申請について法定の添付書類は整って

おります。 

農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられないと思

われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺への支

障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。 

なお、許可の適否にあたり、不許可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき

事項のある案件については、個別に説明をさせていただきます。 

１番は、譲渡人から譲受人へ療養・その他生活資金のためによる売買で、農地１筆

の所有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後５５aに至り、譲受人は

対象地において、しそや菜の花の栽培を行うとのことです。 

第３号議案は、以上１件となり、対象地は畑４５９㎡です。御審議をよろしくお願

いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の

委員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第２号議案の農地法第３条の規定による許可申請は、本案件を議案書のとおり許可

することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第２号議案については本案件を議案書のとおり許

可することに決定いたしました。では、第３号議案、農地法第４条の規定による許可

申請の審議を開始します。 
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それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

 第３号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審議について御説明します。議

案書３ページをお開きください。まず、全ての申請について法定の添付書類は整って

います。 

１番は、申請人が農家住宅及び庭園に転用するものです。立地基準については、他

の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準について

は、申請人は現在の居宅が老朽化し、また、西側の山腹から土砂崩れを起こす危険性

があるため、既存の居宅は取り壊し、新たに安全な場所に住宅を建て替えしたいと考

え、申請に至ったもので、聞き取り及び申請書面上では、転用の必要性、確実性は認

められます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられませんが、

申請地は、以前から倉庫が建築されており、このたびの申請について、設置当時に農

地法の手続きを取らなかったことを反省する旨の始末書の提出があります。 

２番は、申請人が進入路に転用するものです。立地基準については、他の農地区分

のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準については、申請人は、

平成６年に農家住宅を建て替えした際に工事用車両や資材搬入のため、広い進入路が

必要となり、宅地部分と南側市道との間にある農地について進入路として利用を開始

しました。進入路として使用されているのは、この１箇所だけであり、現在も宅地と

一体利用されていることから、聞き取り及び申請書面上では転用の必要性、確実性は

認められます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられません

が、このたびの申請について、設置当時に農地法の手続きを取らなかったことを反省

する旨の始末書の提出があります。 

３番は、申請人が宅地部分に隣接する３筆の農地の一部を進入路に転用するもので

す。立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地です。一

般基準について、本件申請地のうち１筆の農地において、平成２３年に農地法５条転

用許可を受けて世帯分離住宅が建築されました。このことにより、元からあった申請

人の居宅の敷地部分について、建築基準法上の接道が存在しなくなったことから、新

たな進入路を確保するため、この度の申請に至ったもので、聞き取り及び申請書面上

では転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置につい

ても問題は見受けられません。 

第３号議案は、以上３件で、転用面積は、田３６６．６３㎡、畑２４２．４５㎡の 

計６０９．０８㎡。 転用目的の内訳は、全て住宅用地になります。 

以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明は以上ですが、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、御質

問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第３号議案の農地法第４条の規定による許可申請は、全案件を議案書のとおり許可

することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第３号議案については全案件を議案書のとおり承

認することに決定いたしました。それでは、次の審議に移ります。 

第４号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審議を開始します。 
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それでは事務局より議案の説明をお願いします。 

 

第５号議案、農地法第５条の規程による許可申請の審議について御説明します。 

まず、３番案件についてですが、添付書類が一部不備となったため、今回の議案か

ら削除し、保留とさせて頂きます。書類が揃い次第、来月以降、挙げさせていただき

ます。議案書４ページからを御覧ください。まず、全ての申請について法定の添付書

類は整っています。 

１番は、所有権を移転し、世帯分離住宅に転用するものです。立地基準については、

他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準について

は、譲受人は、現在マンションで生活しておりますが、親が所有する土地に新築し、

隣接地で暮らす計画が持ち上がり、申請に至ったもので、聞き取り及び申請書面上で

は、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置につい

ても問題は見受けられません。 

２番は、譲受人が賃貸借権の設定を受けて、世帯分離住宅に転用するものです。 

立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま

す。一般基準については、譲受人は、現在賃貸アパートにて生活をしていますが、将

来を考えると、手狭になることを感じていました。そこで、親が所有する申請地が閑

静な場所にあり、周辺農地への支障も無いと判断したため、住宅を新築することを計

画し、申請に至ったもので、聞き取り及び申請書面上では、転用の必要性、確実性は

認められます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられません。 

４番は、譲受人が賃貸借権の設定を受けて、露天貸資材置場に転用するものです。 

立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま

す。一般基準については、譲受人は不動産業を営んでおり、八万町内で工事を複数件

請け負っている業者から、資材置場の要請を受けたため、貸資材置場として計画し、

申請に至ったもので、聞き取り及び申請書面上では、転用の必要性、確実性は認めら

れます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられません。また、

太陽光設備認定は取っていないことを確認しました。 

５～１８番は、所有権を移転し、大規模な病院建築のため転用するものです。 

立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま

す。一般基準については、譲受人は、病院及び介護老人保健施設を経営し、既存の病

院に近く、病院建築に必要な一団の土地であり、国道４３８号線にほぼ面しているこ

とから、申請地を選定し、申請に至ったもので、聞き取り及び申請書面上では、転用

の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題

は見受けられませんが、転用面積が１，０００㎡を越えて大規模であるため、今月の

２１日に八万地区の委員２名、事務局１名、転用者側２名により地区審査を実施しま

した。 

１９番は、所有権を移転し、露天資材置場に転用するものです。立地基準について

は、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準につ

いては、譲受人は、土木建築業を営んでおり、現在利用中の駐車場と一体利用するこ

とを計画し、申請に至ったもので、聞き取り及び申請書面上では、転用の必要性、確

実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられ

ません。また、太陽光設備認定は取っていないことを確認しました。 

２０番は、所有権を移転し、露天駐車場に転用するものです。立地基準については、

他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準について

は、譲受人は、土木建築業及び廃棄物処理業等を営んでおり、現在利用中の作業場所
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の近くに駐車場を設置することを計画し、申請に至ったもので、聞き取り及び申請書

面上では、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置

についても問題は見受けられません。また、太陽光設備認定は取っていないことを確

認しました。 

２１番は、所有権を移転し、進入路及び庭園に転用するものです。立地基準につい

ては、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準に

ついては、譲受人は、申請地の隣接地を宅地として購入し、単独では道路に通じてい

ないため、申請地も同時に購入し、進入路及び庭園として利用することを計画し、申

請に至ったもので、聞き取り及び申請書面上では、転用の必要性、確実性は認められ

ます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられませんが、一部

の現地はすでに転用行為が行われており、このたびの申請について、農地法の手続き

を取らなかったことを反省する旨の始末書の提出があります。 

２２番は、所有権を移転し、露天駐車場に転用するものです。立地基準については、

他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準について

は、譲受人は、断熱材の製造及び販売を営んでおり、営業所敷地内では、従業員用の

車両だけで手狭になり、自由に出入りすら出来ない状況です。そこで、近隣地に従業

員用の駐車場用地を構えることを計画し、申請に至ったもので、聞き取り及び申請書

面上では、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置

についても問題は見受けられません。また、太陽光設備認定は取っていないことを確

認しました。 

２３番は、譲受人が使用貸借権の設定を受けて、世帯分離住宅に転用するものです。 

立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま

す。一般基準については、譲受人は、現在アパートにて生活をしていますが、子供が

大きくなり手狭になってきたことに加え、近隣に住む両親の面倒を見ることも考え、

申請地に住宅を新築することを計画し、申請に至ったもので、聞き取り及び申請書面

上では、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置に

ついても問題は見受けられません。 

２４番は、所有権を移転し、露天駐車場に転用するものです。立地基準については、

他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準について

は、譲受人は、自動車の製造・販売・整備等を営んでおり、預かり車両や、社用車、

従業員の車両等で手狭になり、業務に支障が生じている状況です。そこで、業務円滑

化のため、隣接地を追加の駐車場用地として利用することを計画し、申請に至ったも

ので、聞き取り及び申請書面上では、転用の必要性、確実性は認められます。また、

隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられません。また、太陽光設備認

定は取っていないことを確認しました。 

２５番は、譲受人が賃貸借権の設定を受けて、太陽光発電施設に転用するものです。 

立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま

す。一般基準については、譲受人は、太陽光発電事業を営んでおり、現在休耕地とな

り、今後の耕作予定がない申請地で発電事業を行うことを計画し、申請に至ったもの

です。発電設備の概要は、太陽光パネル２５０枚、出力４９．５０ｋW規模のもの

で、事業費総額８００万円、全額を自己資金とする資金証明の提出が有り、聞き取り

及び申請書面上では、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被

害防除措置についても問題は見受けられません。 

２６番は、所有権を移転し、太陽光発電施設に転用するものです。立地基準につい

ては、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準に
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ついては、譲受人は、現在休耕地となり、後継者も不在状況である申請地を見つけ、

売買の話もまとまったことから、個人名義で発電事業を行うことを計画し、申請に至

ったものです。発電設備の概要は、太陽光パネル３１２枚、出力４９．５０ｋW規

模のもので、事業費総額１，５６４万円、全額を借り入れ資金とする融資証明の提出

が有り、聞き取り及び申請書面上では、転用の必要性、確実性は認められます。また、

隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられません。 

２７番は、所有権を移転し、露天資材置場に転用するものです。立地基準について

は、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準につ

いては、譲受人は、建設業を営んでおり、現在利用中の資材置場は借地であり、近日

中に返却することになったため、今後の事業拡大を見込んでいる地域周辺で、新たな

資材置場として利用することを計画し、申請に至ったもので、聞き取り及び申請書面

上では、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置に

ついても問題は見受けられません。また、太陽光設備認定は取っていないことを確認

しました。 

２８番は、所有権を移転し、太陽光発電施設に転用するものです。立地基準につい

ては、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準に

ついては、譲受人は、良好な日当たりが確保できる申請地を見つけ、土地所有者がこ

の先農業を続ける見込みが少ないことも含めて、発電事業を行うことを計画し、申請

に至ったものです。発電設備の概要は、太陽光パネル３８４枚、出力４９．５０ｋW

規模のもので、事業費総額１，０００万円、全額を自己資金とする資金証明の提出が

有り、聞き取り及び申請書面上では、転用の必要性、確実性は認められます。また、

隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられません。 

２９～３８番までの案件は、施設の概要等が同一のため、合わせて説明させていた

だきます。これらの案件については、すべて譲受人が使用貸借権の設定を受けて、支

柱を立てて営農を継続する営農型太陽光発電施設を設置するものです。３年前に一時

転用の更新許可を受けた箇所を再更新する案件です。 

一般基準について、申請者たちは、将来の農地保全と農業経営の安定による地域発

展への寄与を目的に新しい農産物の生産を構想し、６次産業化までを考えた薬草栽培

を計画しました。この計画の中、十分な作業空間を確保できる高さにソーラーパネル

を設置し、農業収入と合わせて売電収入を得ることで農業経営を安定化することを思

い立ち申請に至りました。転用部分については、いずれもソーラーパネルの架台支柱

部分及びキュービクル等の発電設備を設置する部分のみを一部転用しようとするも

のです。また、いずれの申請も一時転用となっており、期間は、前回許可の満了日の

翌日から３年間です。この一時転用については、期間満了時に再度一時転用の許可を

受けることで、継続してソーラーパネルを設置することが認められます。営農型太陽

光発電施設の許可を受けた場合、ソーラーパネルの下部を農地として継続利用し、毎

年農業委員会に報告を行う義務が営農者に課せられています。今回の申請において

は、申請者が共同して、許可期間の３年間内で実績作成を試みた自然薯、エゴマ、う

るい、カリフラワー、里芋、ミョウガ、アカシソを栽培するとの営農計画が提出され

ていますが、過去３年間の実績に関する根拠資料の提出を求めたところ、一部の実績

資料は提出されましたが、目標とする８０％の実績を証明できるだけの根拠資料は提

出されず、十分な実績の確認には至っておりません。 

次に、案件ごとに立地基準、太陽光発電施設の規模について説明します。２９番は、

他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地及び、おおむね１０ｈａ以上の一団

の農地の区域内に位置する第１種農地に区分されます。ソーラーパネル１，１５７枚、
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パネル出力２８３．４６ｋＷ規模のものです。３０番は、概ね１０ｈａ以上の一団の

農地の区域内に位置する第１種農地に区分されます。ソーラーパネル５２８枚、パネ

ル出力１２９．３６ｋＷ規模のものです。３１番は、他の農地区分のいずれにも該当

しない第２種農地及び、集団的優良農地の要件を満たす甲種農地に区分されます。ソ

ーラーパネル３，１１４枚、パネル出力762.93ｋＷ規模のものです。３２番は、全

て集団的優良農地の要件を満たす甲種農地に区分されます。ソーラーパネル 

３，００４枚、パネル出力735.９８ｋＷ規模のものです。３３～３８番は、全て集

団的優良農地の要件を満たす甲種農地に区分されます。３３番は、ソーラーパネル 

７９２枚、パネル出力２０９，８８ｋＷ規模のものを、３４番は、ソーラーパネル 

６２４枚、パネル出力１５２，８８ｋＷ規模のものを、３５番は、ソーラーパネル 

１，９３６枚、パネル出力４８４．００ｋＷ規模のものを、３６番は、ソーラーパネ

ル１，１００枚、パネル出力２７５．００ｋＷ規模のものを、３７番は、ソーラーパ

ネル３８４枚、パネル出力９６．００ｋＷ規模のものを、３８番は、ソーラーパネル

３９６枚、パネル出力９９．００ｋＷ規模のものとなります。甲種農地及び第１種農

地については、一時的な利用の不許可の例外規定に該当します。また、営農型太陽光

発電施設の全ての案件について、今月の８日に南井上地区の委員１名、国府地区の委

員１名、事務局２名、営農者側７名により地区審査を実施しました。 

第４号議案は、以上３７件で、保留が１件。田が２０，９４２．８３㎡、畑が 

４，６４６．６５㎡、計２５，５８９．４８㎡です。転用目的の内訳は、住宅用地

が１，２５３．５５㎡、駐車場・資材置場 ４，５５９㎡、 

その他施設用地 １９，７７６．９３㎡です。 

以上、御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、複数の案件で地区審査を行ったということですので、

まず、実際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

それでは、５～１８番案件の地区審査に参加していただいた、八万地区の大貝委員

さん、転用計画の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月２１日の午後１時半から５～１８番案件の地区審査を実施しましたので、報告

します。参加者は、私と谷野推進委員さん、転用者側２名、事務局１名の５名です。 

申請対象の農地は、園瀬橋の南詰から南西へ約１００ｍから広がる一体地であり、第

２種農地に区分されるとのことです。今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で

所有権を移転して病院建築 のため転用しようとするものです。また、農振法の除外

については、今年の３月に除外されているとのことです。土地の造成については、周

囲をコンクリート擁壁で囲み、盛土は最大３ｍを計画しています。給水については、

国道４３８号線にある水道管より申請地に引き込み、排水については、医療施設内の

排水を北側水路に 2 箇所、南側水路に６箇所、排水施設を設置し、放流する計画で

す。また、地元の水利組合との協議も整っており、承諾書も提出されているとのこと

です。 

今回の転用許可申請について、大規模な転用ではありますが、農地法上で許可とな

る条件を満たしており、八万地区の委員は、許可やむを得ないのではないかとの心証

を持ちました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして、２９～３８番案件の地区審査に参加してい

ただいた、南井上地区の鎌田委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはい
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かがでしたでしょうか。 

 

今月８日の午前１０時から営農型太陽光発電施設の下部の農地の営農状況につい

て、地区審査を実施しましたので、報告します。参加者は、谷川委員さんと私の委員

２名と、営農者側７名、事務局２名の１１名で地区審査を実施しました。今回の更新

の農地の総面積は、３５，９２７㎡となります。事務局からの説明もありましたよう

に、転用期間は３年間の一時転用となります。ソーラーパネルの下部での営農計画に

ついてですが、国府花園薬草クラブの加入メンバー協同で自然薯、エゴマ、うるい、

カリフラワー、里芋、ミョウガ、アカシソを栽培するとのことです。これまでの作付

け状況については、不安な部分もありましたので、今回は現地調査も実施し、営農状

況の確認も行いました。また、今回の申請には、作成した計画に沿い、営農を約束す

る旨の誓約書も提出されているようです。 

過去の実績については、様々な要因から目標値に及ばず、乏しい部分もありますが、

今回の地区審査やその後のやりとりの中でも、今後の実績については必ず添付するこ

とを約束させたため、南井上地区及び国府地区の委員は一致して、許可やむを得ない

のではないかとの心証を持ちました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加されました委員からの意見は以上です

が、その他、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・

御質問はありませんか。 

 

５～１８番案件について質問します。申請地は、大雨が降った時に冠水する地帯 

です。排水ポンプもありますが、何十年に一度というような大雨が頻繁に起こってお

り、ポンプだけでは処理できず、農産物や付近の住民に対する被害が出てくると思い

ます。その件については、十分に配慮されていますか。 

 

 申請地は、八万地区ですが、南側に位置する上八万地区においては、大雨時に冠水

し、平成１６年の台風２３号の時には多くの家屋が床上浸水をいたしました。その後、

湛水防除事業としてポンプ場が設置されております。しかし、このポンプ場は、農地

に対してのみであり、完璧とはいえません。これについては、地元から国に対し、も

っと大きなポンプにするよう要望する形で動いております。 

 また、病院建築につきましては、地域住民に対する説明会も開かれ、病院の理事長

との間で協議を重ねた結果、新たに排水ポンプ場を設置して対応するとの話になり、

地元町内会としてもこれを了解し、病院建築はやむ無しと捉えておりますので、御理

解をしていただけたらと思います。 

 

排水に係る懸念があることから、農業委員会としても“排水防除も努力すること”

を前提とすることで、付帯決議を付ける形がいいと思います。 

 

大雨時でも冠水すること無く、救急指定病院の拠点として機能するよう取り組んで

行く方向になっております。貴重な意見ありがとうございました。 

その他、御意見・御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

３番案件を保留、１～２番、４番案件と１９～２８番案件を議案書のとおり許可す

ること、５～１８番案件（排水ポンプの新設など、できる限り影響を軽減するための
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措置を十分検討されたいという意見を付帯する）と２９～３８番案件を議案書のとお

り許可相当として、県に諮問することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第４号議案については３番案件を保留、１～２番、

４番案件と１９～２８番案件を議案書のとおり許可すること、５～１８番案件（排水

ポンプの新設など、できる限り影響を軽減するための措置を十分検討されたいという

意見を付帯する）と２９～３８番案件を議案書のとおり許可相当として、県に諮問す

ることに決定いたしました。 

次の審議に移ります。第５号議案 非農地証明願の審議について、を開始します。 

それでは事務局より議案の説明をお願いします。 

 

 それでは第５号議案、非農地証明願の審議について御説明いたします。 

議案書１１ページを御覧ください。まず、本件証明願について所定の添付書類は整っ

ております。 

１番の申請地は、北井上小学校から南に約３００ｍに位置し、他の農地区分のいず

れにも該当しない第２種農地に区分されます。対象地は、申請者の父によって昭和３

９年に住宅を建築して以降、住宅敷地として利用されるようになり、現在においても

農地としては機能しておりません。 

非農地化の確認資料としましては、平成１１年５月３０日撮影の航空写真があり、

現地が非農地化していることを現地調査でも確認しております。 

第５号議案は、以上１件で、地目は田、面積は５５５㎡です。御審議をよろしくお

願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、その他、本案件につきまして、申請地区の委員さん、

他の委員の皆様、御意見・御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第５号議案の非農地証明願の審議については、本案件を議案書のとおり承認するこ

とに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第５号議案については本案件を議案書のとおり承

認することに決定いたしました。 

それでは、次の審議に移ります。第６号議案、非農地通知の審議について、を開始

します。それでは事務局より議案の説明をお願いします。 

 

それでは第６号議案、非農地通知の審議について御説明いたします。議案書１２ペ

ージを御覧ください。 

１番案件の土地は、方上小学校から南へ約７００ｍに位置しており、合計５筆あり

ます。現地調査については、先月２０日に、地元の委員さん４名と事務局２名で状況

を確認しております。対象地は、人が進入することもできないほど、雑木等が繁茂し

ており、周りの山林と同化し、境界もわからない状態です。農業用機械による耕起・

整地は困難であることから、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な
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議長 

 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

 

状態であると認められます。また周辺は山林が多く、非農地判定による周辺農地への

被害発生の恐れは小さいと思われます。 

第６号議案は、以上１件で、対象地は畑８９０㎡です。御審議をよろしくお願いし

ます。 

 

事務局の説明は以上ですが、その他、全案件につきまして、申請地区の委員さん、

他の委員の皆様、御意見・御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第６号議案の非農地通知の審議については、本案件を議案書のとおり承認すること

に異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第６号議案については本案件を議案書のとおり承

認することに決定いたしました。 

それでは、次の審議に移ります。第７号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農

地利用状況の確認について、の審議を開始します。 

それでは事務局より議案の説明をお願いします。 

 

第７号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の審議について御説明

します。議案書１３ページからを御覧ください。 

１番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた

ものです。 

２番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた

ものです。 

３番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた

ものです。 

対象地は全て納税猶予申告時と同じく農地として利用されております。 

第７号議案は、以上３件で、税務署に報告しようとするものです。 

対象地の面積は田●●●㎡、畑●●●㎡、計●●●㎡となります。御審議をよろし

くお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第７号議案の相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の審議については、全

案件を議案書のとおり税務署に報告することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第７号議案については全案件を議案書のとおり税

務署に報告することに決定いたしました。 

それでは、次の議案の審議に移ります。第８号議案、農用地利用集積計画の承認に

ついて、の審議を開始します。それでは、事務局より、議案の説明をお願いします。 
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議長 

 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８号議案、農用地利用集積計画の承認について御説明します。議案書１４ページ

をお開きください。全ての申請について、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に

定める、利用権設定に関する要件はすべて満たしていると思われます。 

今月は、新規設定が８件、再設定が４８件で合計５６件となっており、そのうち、

賃貸借権が４６件、使用貸借権が１０件となっております。 

設定しようとする土地での地区別の内訳は、１～２番が多家良地区・４筆・２件、

３番が勝占地区・１筆・１件、４番が上八万地区・２筆・１件、５～６番が入田地区・

３筆・２件、７～９番が不動地区・４筆・３件、１０～１５番が応神地区・１３筆・

６件、１６～２７番が川内地区・２０筆・１２件、２８～３０番が国府地区・４筆・

３件、３１～３８番が南井上地区・３６筆・８件、３９～５６番が北井上地区・３１

筆・１８件となっております。 

利用権設定については以上で、田５１筆６７，３８４．５６㎡、畑６７筆 

７５，２８８㎡の合計１１８筆１４２，６７２．５６㎡となります。 

第８号議案の農用地利用集積計画の承認についての説明は以上です。御審議をよろ

しくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第８号議案の農用地利用集積計画の承認については、全案件を承認することに異議

はございませんか。 

 

 異議なし。 

 

異議がないということですので、第８号議案については全案件を議案書のとおり承

認することに決定いたしました。以上で付議案件の審議を終了します。 

続いて、事務局より報告事項の説明をお願いします。 

 

報告事項について御説明します。  

議案書２３ぺージを御覧ください。１番は、農地法第３条の３第１項の規定に基づ

く権利取得の届出についてです。２４ページにわたり６件受理しました。 

２５ぺージを御覧ください。２番は、農用地利用配分計画の認可の報告についてで

す。１件報告しました。 

２６ページを御覧ください。３番は、農地法第４条第１項第７号の規定による農地

転用の届出についてです。７件受理しました。 

２７ページを御覧ください。４番は、農地法第５条第１項第６号の規定による農地

転用の届出についてです。２８ページに渡り１３件受理しました。 

２９ページを御覧ください。５番は、農地法第１８条第６項の処理についてです。

１件処理しました。 

３０ページを御覧ください。６番は、農地法第４条許可の取消についてです。１件

受理しました。 

３１ページをお御覧ください。７番は、農地法第５条許可の訂正についてです。１

件訂正しました。 

３２ページを御覧ください。８番は、５条転用許可の取下げについてです。２件受

理しました。 
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議長 

 

 

 

報告事項の説明については以上です。 

 

報告は以上ですが、何か御意見等はございませんか。 

以上をもちまして、令和元年１０月徳島市農業委員会総会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

（午後４時４５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


